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○栃木県道路交通法施行細則の一部改正

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 一 月 二 十 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 軽 車 両 の 乗 車 又 は 積 載 の 制 限 ） （ 軽 車 両 の 乗 車 又 は 積 載 の 制 限 ）

第 十 一 条 法 第 五 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 軽 車 第 十 一 条 法 第 五 十 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 軽 車

両 の 運 転 者 は 、 次 に 掲 げ る 乗 車 人 員 又 は 積 載 物 の 両 の 運 転 者 は 、 次 に 掲 げ る 乗 車 人 員 又 は 積 載 物 の

重 量 等 の 制 限 を 超 え て 乗 車 さ せ 、 又 は 積 載 を し て 重 量 等 の 制 限 を 超 え て 乗 車 さ せ 、 又 は 積 載 を し て

軽 車 両 を 運 転 し て は な ら な い 。 軽 車 両 を 運 転 し て は な ら な い 。

一 乗 車 人 員 の 制 限 は 、 次 の と お り と す る 。 一 乗 車 人 員 の 制 限 は 、 次 の と お り と す る 。

イ 二 輪 又 は 三 輪 の 自 転 車 に は 、 運 転 者 以 外 の イ 二 輪 又 は 三 輪 の 自 転 車 に は 、 運 転 者 以 外 の

者 を 乗 車 さ せ な い こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ 者 を 乗 車 さ せ な い こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。 か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

～ 略 ～ 略(イ
)

(ホ
)

(イ
)

(ホ
)

十 六 歳 以 上 の 運 転 者 が 、 警 察 署 長 が 交 通(ヘ
)

(ヘ
)

上 支 障 が な い と 認 め て 指 定 し た 道 路 の 区 間

二 人 乗 り 用 と し て の 構 造 を 有 す に お い て 、 二 人 乗 り 用 と し て の 構 造 を 有 す

る 自 転 車 に 運 転 者 以 外 の 者 一 人 を 乗 車 さ せ る 自 転 車 に 運 転 者 以 外 の 者 一 人 を 乗 車 さ せ

て い る 場 合 て い る 場 合

ロ 略 ロ 略

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略

「 「

別 表 第 一 の 添 付 十 七 の 五 中 1,000円

」
を

」
に 改 め 、 同 表 の 添 付 十 七 の 七

「 「

中 「３盗難」 を 「３盗難４その他（ ） 」 に 、 1,000円

」
を

」

に 改 め る 。
附 則

「

こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 の 改 正 規 定 1,000円

」
を

「

」
に 改 め る 部 分 に 限 る 。 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

蓬
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次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 軽 車 両 の 乗 車 又 は 積 載 の 制 限 ） （ 軽 車 両 の 乗 車 又 は 積 載 の 制 限 ）
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両 の 運 転 者 は 、 次 に 掲 げ る 乗 車 人 員 又 は 積 載 物 の 両 の 運 転 者 は 、 次 に 掲 げ る 乗 車 人 員 又 は 積 載 物 の

重 量 等 の 制 限 を 超 え て 乗 車 さ せ 、 又 は 積 載 を し て 重 量 等 の 制 限 を 超 え て 乗 車 さ せ 、 又 は 積 載 を し て

軽 車 両 を 運 転 し て は な ら な い 。 軽 車 両 を 運 転 し て は な ら な い 。
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イ 二 輪 又 は 三 輪 の 自 転 車 に は 、 運 転 者 以 外 の イ 二 輪 又 は 三 輪 の 自 転 車 に は 、 運 転 者 以 外 の

者 を 乗 車 さ せ な い こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ 者 を 乗 車 さ せ な い こ と 。 た だ し 、 次 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。 か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

～ 略 ～ 略(イ
)

(ホ
)

(イ
)
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)

十 六 歳 以 上 の 運 転 者 が 、 警 察 署 長 が 交 通(ヘ
)

(ヘ
)
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る 自 転 車 に 運 転 者 以 外 の 者 一 人 を 乗 車 さ せ る 自 転 車 に 運 転 者 以 外 の 者 一 人 を 乗 車 さ せ
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「 「
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」
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」
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「 「

中 「３盗難」 を 「３盗難４その他（ ） 」 に 、 1,000円

」
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」
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